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１　死亡時の手続き
　①死亡診断書・死体検案書病院等　　　⇒　7日以内・役場へ提出。「死亡届」「死体火
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葬許可証申請書」を記載。　　　　　　　　□
　②死亡証明証・火葬許可証市町村役場　⇒　火葬事務所へ提出。火葬証明印（埋葬許
↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可証となる。）　　　　　　 　　　　　　　□
　③埋葬許可証火葬場　　　　　　　　　⇒　墓地・霊園等へ提出。埋葬。　　　　　　□
· 葬儀社に依頼すれば手配をしてくれるのが一般的である。
· 死亡診断書は、役場、健保、生保会社などに提出するので複数取得が必要である。
（参考）　埋葬料（社保）又は埋葬費（国保）の請求ができます。
　　　　　保険証、死亡診断書、葬儀費用領収書、印鑑が必要
２　葬儀等・法要（仏教方式の場合）
【事前に備えておいた方がよいこと】
　・葬儀執行者の依頼（　　　　　　）□　・場所、規模、費用（　　　　 　　　　）□
　・地域のしきたり等（　　　　　　）□　・通知先のリストアップ（　　　　 　　）□
　※　後継者は、時代に沿った葬式や信仰について定見を持つことが望ましい
【葬儀等の実際】
　①お通夜まで
　・（喪主・執行者と） 通夜の手配、葬儀の仕方・日どり、葬儀社との挨拶・打合せ　　　 □
　・（執行者・葬儀社）　経理、受付、台所、会場、駐車場、進行係など。弔辞等の手配　　　□
　・（連絡役）　　　　 兄弟姉妹、親戚、知人等への連絡　 　　　　　　　　　　　　　□
　②葬儀
　・必要なら事前に家族でオリエンテーション（不慣れな人もいる。着席順など。）。　　 　□
　③追善供養
　・初七日から四十九日法要まで、百ケ日法要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、
　　五十回忌 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　□
コラム：形見分けの話
　 相続に値しない故人の身の回り品の形見分けは、主催者が、通夜の席などで「形見分けは、四十九日のあとにしましょう。」と明言してそれまで故人の物に一切手を触れないようにし
ておいた方がよいようです。そして、故人の愛したものを所持するにふさわしい人に行くよ
うな気配りで分けます。故人が母親の場合は、他家に嫁いだ娘でも、実の娘が形見分けを進
める習慣となっていることが多いと聞きます。「泣く泣くもいい方を取る形見分け」ならまだ
しも「形見分け 以後は音信不通なり」では、故人も残念でしょう。

３　行政機関等への手続き
　【名義変更等】
　(1)　法人の場合
　　・臨時株主総会（代表者変更）　　　　　　　ほかの手続きが間に合うようすぐに　　□
　　・法人代表者変更登記法務局　　　　　　　　2週間以内　　　　　　　　　　　 　□
　　・異動届出書税務署　県税事務所　市町村　　すみやかに　　　　　　　　　 　　　□
　　・厚生年金・健康保険年金事務所　　　　　　 早めに　　　　　　　　　　　 　　□
　　・労働保険労基署・ハローワーク　　　　　　　代表者変更のみは届け出不要       □
　　・その他　それぞれの機関[保健所等]　　　　　それぞれの期限　　　　　  　　　　□
　(2)　個人の場合
　　・開廃業届税務署　　　　　　　　　　　　 　すみやかに　故人、承継者双方　　  □
    ・青色取りやめ、新規申請税務署　　　　　　　　2ヶ月以内等（死亡日で変動あり）　□
　　・消費税の各種届出書税務署(税理士等に相談) 普通は年内、有利不利を考えて  　　□　　
　　・厚生年金・健康保険年金事務所　　　　　　 早めに　　　　　　　　　　  　  　□
・労働保険労基署・ハローワーク　　　　　　　10日以内　　　　　　　　　       □
　　・その他　それぞれの機関[保健所等]　　　　　それぞれの期限　　　　　  　　　　□
　【故人の税務申告】
　・死亡者の確定申告（準確定申告）・・・死亡後4カ月以内
　　　所得等の状況によって、亡くなった個人としての所得税や消費税の申告が必要な場合
　　があります。事業所得者であれば、準確定申告が必要な場合が多いと思われます。　　 □
コラム：相続時の当面の金銭等
１ 当座の現金
　 先代がなくなったときは、葬儀費用やお布施、戒名料をはじめとして対外的にも高額の現
金が必要 なります。会社の金庫であれ個人的にであれすぐに用意できる現金の心づもりはし
ておきましょう。個人（故人）の銀行預金は死亡が判明するとすぐに凍結されますので、そ
れなりの対応を考えておきましょう。
２ 不用意な名義変更はけがの元
　先代の財産がプラスだけの場合とは限りません。亡くなった後に思わぬ負債等が発覚して
結局マイナスとなることがないとも限りません。このような場合は3か月以内に、限定承認
や相続放棄をしてその責任を免れることができます。しかし、例えば故人の車だけを相続人
があわてて売却したりすると、その相続人は単純承認したことになり、相続放棄等は（限定
承認の場合は共同相続人も）認められなくなりますので注意が必要です。
　また、第一順位の人すべてが相続放棄をすると、相続権は後順位の人に移ります。相続放
棄をする際は、周囲に情報を知らせる配慮がいる場合もあります。
お断り：この資料は、不慮の事態に備えて、最低限の知識の整理です。
具体的な事実が発生した時は、必ずその道の専門家等へ相談して解決してください。
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